
　  保健医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

２０１９年５月に公布された改正健康保険法により、２０２１年３月（予定）から
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)
が導入される予定です。
窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する
健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、
医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険証を提示しなくても
済むようになります。
※現在の健康保険証が使えなくなるわけではありません。

●利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録の申し込みは、マイナポータルからできます。



●マイナンバーカードの申請方法について



●マイナンバーカードの安全性について



●その他の利用方法について

▼マイナンバーに関するウェブサイトのご案内

内閣府

マイナンバー（社会保障・税番号制）～もっと便利に暮らしやすく～
マイナンバー制度について
マイナンバーカーとは
マイナポータルとは
よくある質問（FAQ)

厚生労働省

マイナンバーカードの保険証の利用についてお知らせします（被保険者向け）

https://www.cao.go.jp/bangouseido/
https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/card/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/faq/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

